
戦前の社会教育主事の役割
～埼玉県における成人教育講座への関わりから～

神田雅貴
(大正大学大学院人間学研究科博士後期課程）

【要旨】
本研究は、戦前に学校施設を活用して取組まれた成人教育講座において、社会教

育主事がはたしていた役割を、埼玉県の1929～1936年の行政文書等から明らかに
することを目指した。その結果、当時の社会教育主事は大きな権限を持ち、学校に
協力依頼・指示をすることで、学校と一体になり成人教育講座を実施していた。具
体的には、本講座を社会教育計画に位置付け、開催校等から参加者の推薦、会場の
確保、当日の準備・運営を学校に直接指示をしていた。また、講師との連絡調整、
国と県、県と開催校の事務手続き、-部講座の講師の役割もこなしていたことが明
らかになった。

はじめに
本稿の目的は、戦前に学校施設を活用して取組まれた成人教育講座の事例をもとに、社

会教育主事がはたしていた役割を明らかにすることである。具体的には、埼玉県の１９２９
～1936年の行政文書等から考察する。
1929～1936年の時代背景として、１９２９年に世界恐慌がはじまり、文部省はこの対策の
ため同年に社会教育課を社会教育局に昇進させ、本格的に教化総動員運動に取組んだ。’）
この動きは、１９３１年の満州事変、１９３７年の日中戦争といった戦時体制の進展によって一
段と強められた。この頃の社会教育は教化総動員運動の中心として実施された。成人教育
講座についても、「実際生活に必要なる智識を附与」することを目的としているが、実際に
は思想善導に力を入れて開催された。２）
埼玉県の成人教育講座は、国が予算化した１９２６年から取り組まれた。社会教育主事は
企画・立案、開催地の学校や講師との連絡調整、一部科目の講師をつとめ、事業実施の中
心的な役割をはたした。３)本講座は、当時、学校が地域教化の中心として位置づけられて
いたことから４)、会場は学校施設を利用することが多く、講師も学校の教員が多くつとめ
た。
社会教育主事の職務に関する先行研究は､蛭田道春『社会教育主事の歴史研究』（1999)、
『日本近代教育百年史』（1973）などがある。これらの研究では、社会教育主事がはたし
た役割について、大局的、総合的に述べている。しかし、具体的な事例をもとに、詳細に
述べられているものは少なく、埼玉県に関する内容はごく僅かである。そこで、本研究で
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要なる事項を選択して担当せしめらるる事と思ふ」と明確な役割が定まっていない様子が
伺える。その後の同年１１月に社会教育主事兼社会事業主事、社会課長事務取扱として、
初めて鈴木券太郎が任命される｡1921年以降の社会教育主事への任命者と在籍期間は以下
の表２のとおりである。なお、戦前においては、1942年１０月まで社会教育主事が設置さ
れている。

表２社会教育主事在籍期間一覧表（設置～1936年）

※l中原英寿は１９３９年６月まで社会教育主事として在籍した。
※２社会教育主事補は１９３６年７月から設置されているが、本表では省略した。

(2)社会教育主事の職務規定
社会教育主事の職務は、文部省の「社会教育主事規定」によると、民衆娯楽、社会教育主事の職務は、文部省の「社会教育主事規定」によると、民衆娯楽、青年団処
女会、特殊教育、学校の社会化等で幅広く及んでいる。１１)1928年の「(埼玉）県教育ノ方
針並施設」１２)から、社会教育主事の分掌範囲を抜粋すると次項の表３のとおりである。
この内容から、成人教育、男女青年団、図書館、青年訓練所を主に担当していることが分
かる。また、全体で７つの方針が示されているが、学校教育と社会教育分野がそれぞれ方
針をたてるのではなく、１つの方針に対して、学校教育と社会教育が担当すべき事項が記
されている。このことは、１９２８年当時では、県学務課内で学校教育と社会教育が未分化の
状態で、-体的に教育の方針を検討していたと推測できる。
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年 役 職 氏名

1921年１１月～
1922年６月

社会教育主事兼社会事業主事、
社会課長事務取扱 鈴木券太郎

月

月

７

６

年
年

２

５

２

２

９

９

１

１

～

社会教育主事 平野孝

1925年７月～
1925年１２月

一 不在

1926年１月
1926年１２月

～

社会教育主事 中川竹次郎

月

月

１

３

年
年

７

１

２

３

９

９

１

１

～

社会教育主事 川口葬雄

1931年４月 ～ 社会教育主事 中原英寿



表３県教育ノ方針並施設（1928年）

垂 勝 教 官

闇首教官
中等教育
各種学校
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ご枚教育ノ地万化墓
1．県民性ノ助長補
2．初等教育二関ヌ
3．師範教育二関ヌ
4．中等教育二関ヌ
補習教育二関

ル事礦
甘楽視
力ＩＩＨ４Ｉ１

- 1 位 芸 教 育 王 手

尹』貝

事項
一 一 “

�Ë
�°
�°
�Ñ
�°
�°
�°

野氏教育（国家及国民・社会及目袷
1．初等教育二関スル事項（細田視
2．補習教育二関スル事項（初野視
3．師範教育二関スル事項（中川地
4．中等教育二関スル事項（中川地

側低ブ区

異カー害握 ヨスノレ事堪ﾂTノ助ﾉｺＸ１

劃ルコト
スル事項（初野視
スル事項（中川地
スル事項（中川雌
年訓練所二関スル
ニ閨スル事項（川

�^�Û�Û�Û�ž�°�í

ヨノ

言）
||ロ
敦胄

�Ü

�¤

	Í

双 胃 土 季４ - Ｅ

※１下線は筆者が追記したものである。
※２方針（５）～（7）は社会教育に関する事項が無いため省略する。

１９３４年５月の「事務分掌表学務課」１３)によると、次項の表４のとおり、社会教育係
が独立し、独自の分掌表が作成されている。担当吏員が増加しているとともに、同時に分
掌事項も細分化され、主任と副主任が割り当てられている。社会教育主事は、社会教育全
般、諸計画、女子青年団、図書館を担当している。
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表４１９３４年５月事務分掌表

※「1934年５月事務分掌表学務課」から、社会教育関係の分掌を抜粋して作成した。

３学校を活用した成人教育講座～中原英寿の活躍から～
（１）社会教育主事中原英寿の事務分掌
中原英寿は、小学校訓導．校長、郡および県視学を歴任し、1931～1939年に埼玉県で

社会教育主事として活躍した。１４)表４の事務分掌表によると、成人教育に関する分掌事項
は特にはなく、中原は「社会教育全般｣、「諸計画」を担当している。１５)しかし、１９３３年７
月の決裁文書「成人教育講座開設二関スル件」】6)においては、主任17)の欄に押印している
ことから、「社会教育全般」という分掌のなかで、成人教育を主に担当していたと推測され
る。
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係名 主任 副主任 補助者 分掌事項

社 会
教育

中原主事

村松属

安藤属

阪内属

中原主事
(笠原雇）

野中嘱託

村松属
安藤属
阪内属
笠原雇

中原主事
阪内属

中原主事
笠原雇

中原主事
松村属

安藤属

中原主事
松村属

社 会 教
育係ノ、

相 互
補助ス

�°�°

１社会教育全般
２諸計画

１青年訓練
(設置廃止視察員箒助員委嘱表彰講習
査閲諸統計研究会青訓補助交付）

２壮丁教育調査
３諸計画
(男女青年団女子会館博物館其ノ他）

４見学旅行男女青年団幹部総会

１婦人会ノ事項
２社会教育講師派遣
３諸文書供閲
４他府県照会回答
５青年協会事項

１青年団ノ事項
２青訓主事指導員嘱託
３社会教育委員会事務
４映画教育

１女子青年団ノ事項
２図書館ノ事項

１青年訓練所指導
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（３）講座開催までの過程と学校教育との連携
社会教育主事による講座開設までの過程を、文部省と埼玉県、埼玉県と講師・開催学校
の往復文書から明らかにする。以下に示す内容は特に注釈が無い限り、埼玉県立文書館に
所蔵されている中原英寿氏関係文書の「成人教育講座開設二関スル件」（1933）に基づく
ものである。
１９３３年６月１３日に文部省社会教育局長より、埼玉県知事あてに、発社153号「成人教
育講座委嘱開設二関スル件」が通知される。その開設の主旨には、「広クー般国民二対シ教
育ノ機会ヲ与へ国民教育ノ完成二資スル施設」としている。また、「開設方二関シ貴県所在
ノ本省直轄学校二対シ貴県ョリ御協議ノ際ハ講師、会場其ノ他二関シ充分尽力致スヘキ様
依頼シ置キタルニ付」と国から直轄学校に成人教育講座開設に協力するように指示してい
る。さらに、「学校ノ拡張的施設並其他ノ教育機関トノ密接ナル連絡ヲ保チ本講座開設ノ目
的達成ニ努ムルコト」とし、学校と連携しながら実施するように指示している。
具体的には、開設場所に関しては、「最モ適当ナル場所ヲ選ビ学校、図書館、博物館、公
会堂等聴講者ノ集合二便利ナル場所ヲ利用スルコト」とし、講師は、「貴県関係者、職員、
本省直轄学校職員並各種中等学校長及ビ職員」などを委嘱するように指示している。
さらに、本講座の担当者としては、委員１名、事務取扱２～３名を置くことができると
している。「委員ハ道、府、県二在リテハ学務部長、学校ニ在リテハ学長又ハ学校長之二当
ルヲ常例トシ事務取扱ハ貴県職員其他ヨリ適任者ヲ選ビ予メ本省ト合議」してから決定す
るようにしている。このように、国の方針を見ると、学校の施設、職員を活用しながら成
人教育講座を運営するように指示を出していることがわかる。また、事務取扱者は県の職
員を想定し、実際には社会教育主事の中原英寿が主任として担当している。
同年７月７日には、文部省社会教育局長宛に講座開設申請をするため、成人教育講座開

設の要項を中原社会教育主事が起案している。その内容は、以下のとおりである。
案の１では、「成人教育講座開設に関する件」として、講座の概要が記されている。対

象者は一般成人で参加費は無料､会場は学校施設が利用され､講師は開設校の校長や教員、
学務課長、社会教育主事、県農林技師が担当するとしている。すべての会場で地域性から
農業に関する科目が設けられ、また、社会教育主事の中原英寿は国が定めた必須科目であ
る「日本国民精神」を担当するとしている。さらに、委員は上原参良学務部長、事務取扱
は大森通孝学務課長、中原英寿社会教育主事、松村覚一属と各開設学校長３名の合計６名
をあてている。この事務取扱の人数に対しては､同年１０月４日に文部省社会教育局より、
６人では多いので減員するように通知があり、学務課長と社会教育主事は講師のみの役割
にするように指示がされている。しかし、この後の起案もすべて中原社会教育主事が主任
として起案しているので、実質上の担当者であったと推測できる。このように、社会教育
主事は講座の講師と事務の両面で成人教育講座に関わっている。
案の２では、「成人教育講座講師委嘱ノ件」として、講師の依頼文が起案され、９月２６
日付けで発送される。この依頼文に対する回答の１つとして、９月２７日付けで松山尋常高
等小学校訓導新井順一郎より、学務部長宛に「1933年９月２６日付八学収175474ノ１ヲ
以テ御依頼相成候標記ノ件日時・会場共御指示ノ通ニテ差支無之比段及回答候也」と講師
を引き受ける旨を回答している。
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